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道
整
復（
柔
整
）は
、骨
折
・
脱
臼
・
捻
挫
・

挫
傷
・
打
撲
な
ど
の
損
傷
に
対
し
手
術

を
し
な
い「
非
観
血
的
療
法
」と
い
う
独
特
の
手

技
に
よ
る
日
本
の
伝
統
的
な
治
療
術
で
あ
る
。

現
在
、健
康
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、「
療
養
費
」

支
給
制
度
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、そ
の
対
象
疾

患
は
、急
性
ま
た
は
亜
急
性
の
外
傷
性
の
骨
折
・

脱
臼
・
打
撲
・ 

捻
挫
・
肉
ば
な
れ
等
で
あ
り
、骨

折
お
よ
び
脱
臼
に
つ
い
て
は
、「
医
師
の
同
意
」

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る（
応
急
手
当
て
を
除
く
）。

　

本
来
は
患
者
が
費
用
の
全
額
を
施
術
者
に
支

払
っ
た
後
に
、一
部
負
担
額
を
除
い
た
額
を
保

険
者
に
請
求
し
て
償
還
を
受
け
る
の
が
原
則
で

あ
る
。柔
整
の
療
養
費
の
支
給
方
法
は
そ
の
例

外
的
取
り
扱
い
と
し
て
、患
者
は
一
部
負
担
額

を
施
術
者
に
支
払
い
、一
部
負
担
額
を
除
い
た

保
険
給
付
分
を
施
術
者
が
保
険
者
に
請
求
す
る

「
受
領
委
任
形
式
」が
1
9
3
6（
昭
和
11
）年
か

ら
実
施
さ
れ
て
お
り
、現
状
は
こ
の
方
式
に
よ

る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

近
年
、就
業
柔
道
整
復
師
数
は
急
増
傾
向
に

あ
り
、
90（
平
成
2
）
年
12
月
末
の
2
万
3
千

人
か
ら
2
0
1
4（
平
成
26
）年
12
月
末
の
約

6
万
4
千
人（
施
術
所
数 

約
4
万
6
千
カ
所
）

へ
と
急
増
し
て
い
る
。
柔
整
療
養
費
は
、
約

5
1
0
0
万
件
、約
4
1
0
0
億
円
。（
11
年
度
。

対
前
年
度
伸
び
率
0
・
4
%
、国
民
医
療
費
に
占

め
る
割
合
1
・
06
％
）負
傷
種
類
別
支
給
額
の
割

合
を
み
る
と
、骨
折
と
脱
臼
は
あ
わ
せ
て
0
・

1
%
で
、打
撲
32
・
0
%
、捻
挫
67
・
8
%
が
大

半
と
な
っ
て
い
る
。（
14
年
10
月
調
査
）

　

柔
整
に
つ
い
て
は
、保
険
医
療
の
場
合
と
異

な
り
、各
都
道
府
県
に「
審
査
委
員
会
」が
設
置

さ
れ
て
い
る
が
、審
査
基
準
が
不
統
一
で
不
明

確
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、単
な
る
肩
こ
り
、筋

肉
疲
労
な
ど
安
楽
目
的
の
も
の
な
ど
、問
題
事

例
も
多
く
み
ら
れ
る
。地
方
厚
生
局
お
よ
び
都

道
府
県
に
お
け
る
個
別
指
導
・
監
督
も
体
制
が

不
十
分
で
、多
く
の
不
正
請
求
が
生
じ
て
お
り
、

昨
年
11
月
に
は
大
が
か
り
な
療
養
費
詐
取
事
件

も
発
覚
し
た
。

　

適
正
な
保
険
請
求
の
た
め
に
は
、施
術
管
理

者
に
つ
い
て
適
正
な
保
険
請
求
の
た
め
の
研
修

受
講
・
実
務
経
験
の
要
件
の
新
設
、不
正
請
求
の

疑
い
の
あ
る
施
術
所
へ
の
対
応
ル
ー
ル
の
厳
格

化
、都
道
府
県
・
地
方
厚
生
局
・
保
険
者
の
情
報

共
有
と
連
携
体
制
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

ま
た
、療
養
費
支
給
の
あ
り
方
を
見
直
し
、施

術
の
期
間
お
よ
び
回
数
の
見
直
し
・
逓
減
性
の

採
用
、算
定
額
の
定
額
化
な
ど
も
早
急
に
導
入

す
る
必
要
が
あ
る
し
、支
払
基
金
な
ど
第
三
者

の
審
査
支
払
専
門
機
関
に
よ
る
審
査
体
制
の
採

用
な
ど
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

柔
整
の
ほ
か
に
も
、は
り
灸
師
の
施
術
、あ
ん

ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
師
の
施
術
お
よ
び
治
療

用
装
具
の
作
成
に
係
る
療
養
費
の
伸
び
も
大
き

い
。こ
れ
ら
療
養
費
に
つ
い
て
も
問
題
事
例
が

多
く
み
ら
れ
る
の
で
地
方
厚
生
局
お
よ
び
都
道

府
県
の
指
導
監
督
の
規
定
・
規
則
等
を
定
め
、そ

の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

請
求
内
容
の
的
確
な
把
握
、審
査
の
適
正
化

の
た
め
、こ
れ
ら
の
療
養
費
に
係
る
請
求
に
つ

い
て
は
、現
行
の
紙
ベ
ー
ス
か
ら
統
一
的
な
電

子
請
求
方
式
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
早
急
に

移
行
す
べ
き
で
あ
る
。

柔

柔
整
等
の
療
養
費
の

支
給
適
正
化
は
急
務
の
課
題
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